
食品安全委員会専門調査会運営規程等の一部改正（平成

２３年９月 日食品安全委員会決定）（案）の概要

平成２３年１０月１日付けで、企画専門調査会、リスクコミュニケー

ション専門調査会及び緊急時専門調査会が企画等専門調査会として統合

されることに伴い、次に掲げる食品安全委員会決定を改正するもの。

○ 食品安全委員会専門調査会運営規程（平成１５年７月９日食品安全

委員会決定）

改正概要：３専門調査会の所掌事務に係る規定の改正

専門調査会の名称等の改正

○ 食品安全委員会緊急時対応基本指針（平成１６年４月１５日食品安

全委員会決定）

改正概要：専門調査会の名称等の改正

○ 委員会が自ら行う食品健康影響評価に関し企画専門調査会に提出す

る資料に盛り込む事項（平成１６年５月２７日食品安全委員会決定）

改正概要：専門調査会の名称等の改正

○ 企画専門調査会における食品健康影響評価対象候補の選定の考え方

（平成１６年６月１７日食品安全委員会決定）

改正概要：専門調査会の名称等の改正

○ 食品安全委員会食中毒等緊急時対応実施指針（平成１７年４月２１

日食品安全委員会決定）

改正概要：専門調査会の名称等の改正

○ 平成２３年度食品安全委員会運営計画（平成２３年３月３１日食品

安全委員会決定）

改正概要：３専門調査会の開催に係る規定の改正

専門調査会の名称等の改正

○ 平成２３年度において企画専門調査会に調査審議を求める事項（平

成２３年３月３１日食品安全委員会決定）

改正概要：専門調査会の名称等の改正
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